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平成 19 年度決算に基づく健全化判断比率等について 

 

平成 20 年 10 月 1 日 

八幡浜市 財政課 

 

平成 20 年 4 月に一部施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、

平成 19 年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率）と公営企業の資金不足比率を算定し、監査委員の意見を付けて、9 月定例議会へ報

告しました。 

算定の結果、いずれの比率も基準を下回っており、健全段階にあります。 

 

（１）健全化判断比率 

区分 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 －  ％ 13.17 ％ 20.00 ％ 

連結実質赤字比率 －  ％ 18.17 ％ 40.00 ％ 

実質公債費比率 15.7 ％ 25.0  ％ 35.0  ％ 

将来負担比率 148.5 ％ 350.0  ％  

※実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示 

 

（２）資金不足比率 

公営企業の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計  －  ％ 

市立八幡浜総合病院事業会計 －  ％ 

簡易水道事業特別会計 －  ％ 

公共下水道事業特別会計 －  ％ 

戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 －  ％ 

小規模下水道事業特別会計 －  ％ 

水産物地方卸売市場事業特別会計 －  ％ 

港湾整備事業特別会計 －  ％ 

20.0  ％ 

※資金不足額がない場合は、「－」で表示 
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１ 制度の概要 

平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎年度、地方公共団体

は 4 つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）を、ま

た公営企業を経営する地方公共団体は公営企業ごとに資金不足比率を、監査委員の審査に付した上で、

議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。 

 

２ 早期健全化基準と経営健全化基準 

健全化判断比率のうちいずれかが「早期健全化基準」以上の場合、資金不足比率が「経営健全化基準」

以上の場合には、自主的な改善努力による財政健全化を図るために「財政健全化計画」（公営企業につ

いては「経営健全化計画」）の策定が義務付けられました。 

「財政健全化計画」（「経営健全化計画」）は、議会の議決を経て定め、公表及び県知事への報告、実

施状況の議会への報告、公表をすることとなります。 

なお、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準については、市町村の財政規模に応じて

算定されます。 

 

３ 財政再生基準 

健全化判断比率のうちいずれかが「財政再生基準」以上の場合には、自主的な財政健全化は困難とみ

なされ、国等の関与による確実な財政再生を図るために「財政再生計画」の策定、実施が義務付けられ

ました。 

「財政再生計画」は、議会の議決を経て定め、公表及び総務大臣への報告、実施状況の議会への報告、

公表をすることとなり、一定の国の関与や地方債の起債制限等の措置が講じられます。 

 

４ 健全化判断比率及び資金不足比率の算定 

（１）標準財政規模 

「標準財政規模」とは、地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標であり、「標準税収入額＋

普通地方交付税額＋地方譲与税額」で求められます。 

健全化判断比率の算定において用いられる標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含めること

とされており、注意が必要です。 

標準税収入額 普通交付税 地方譲与税 臨時財政対策債発行可能額 

43 億 3,209 万 3 千円 61 億 432 万 1千円 2 億 1,150 万 8千円 4 億 3,876 万円 

標準財政規模 106 億 4,792 万 2千円  

健全化判断比率算定に用いる標準財政規模 110 億 8,668 万 2千円 

 

（２）実質赤字比率 

「実質赤字比率」は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 

一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 

 

 

0 円 
なし ＝ 

110 億 8,668 万 2 千円 

 

 

八幡浜市は実質赤字額がありませんので、早期健全化基準 13.17％、財政再生基準 20.00％には該当

しません。 
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（３）連結実質赤字比率 

「連結実質赤字比率」は、全会計を対象とした実質赤字（または資金不足額）の標準財政規模に対す

る比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、市全体としての資金の不足を把握するものです。 

連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 

 

 

△14 億 5,290 万 5千円 なし ＝ 

（△13.10）  110 億 8,668 万 2 千円 

 

 

 

会計 歳入  歳出  翌年度繰越額  実質収支額  

一般会計 18,511,093－ 18,331,129－ 8,114＝ 171,850  

国民健康保険事業特別会計 6,112,582－ 5,981,264－ 0＝ 131,318  

介護保険特別会計 3,083,501－ 3,082,906－ 0＝ 595  

老人保健特別会計 5,350,932－ 5,350,932－ 0＝ 0  

介護サービス事業特別会計 17,897－ 17,897－ 0＝ 0  

駐車場事業特別会計 99,421－ 99,421－ 0＝ 0  

簡易水道事業特別会計 101,352－ 101,352－ 0＝ 0  

公共下水道事業特別会計 5,910,313－ 5,898,306－ 253,007＝ 0  

戸別合併処理浄化槽整備事業特別

会計 

162,564－ 162,564－ 0＝ 0  

小規模下水道事業特別会計 27,751－ 27,751－ 0＝ 0  

水産物地方卸売市場事業特別会計 26,431－ 19,673－ 0＝ 6,758  

港湾整備事業特別会計 373,256－ 365,864－ 0＝ 7,392  
会計 流動資産  流動負債    剰余額  

水道事業会計 495,423－ 69,540  ＝ 425,883  

市立八幡浜総合病院事業会計 975,130－ 266,021  ＝ 709,109  

実質収支等の合計   14 億 5,290万 5千円

八幡浜市は、すべての会計において実質赤字額または資金不足額がありませんので、早期健全化基準

18.17％、財政再生基準 40.00％には該当しません。 

 

（４）実質公債費比率 

「実質公債費比率」は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本と

した額に対する比率で、過去 3か年の平均値です。 

(地方債の元利償還金＋準元利償還金)－ 

(特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 
 

実質公債費比率 ＝ 

（3 か年平均） 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

 

（28 億 4,579 万円＋16億 947 万 2千円）－ 

（5 億 6,491 万 3 千円＋25 億 6,247 万 2千円） 
平成 17 年度  

14.4 ＝ 
117 億 9,379 万 4 千円－25 億 6,247 万 2千円 

 

 

（28 億 3,091 万円＋14億 206 万 6千円）－ 

（5 億 3,854 万 7 千円＋23 億 793 万 1 千円） 
平成 18 年度  

15.1 ＝ 
114 億 8,826 万 3 千円－23 億 793 万 1 千円 

 

 

（28 億 3,315 万 8千円＋14 億 9,741 万 4 千円）－ 

（5 億 3,871 万 9 千円＋22 億 2,460 万円） 
平成 19 年度  

17.7 ＝ 
110 億 8,668 万 2 千円－22 億 2,460 万円 

 

 

実質公債費比率（3か年平均） 15.7  

八幡浜市は 15.7％ですので、早期健全化比率 25.0％、財政再生基準 35.0％には該当しません。地方

債協議制度において許可団体となる 18.0％にも達していません。 

単年度を見ると上昇傾向にあります。市債発行を抑制し市債残高の縮小に努めているため元利償還金



 - 4 -  

と準元利償還金を合わせた額は減少していますが、交付税措置と実際の償還に乖離があり償還があるの

に交付税措置が終了したことなどにより分子が増大したこと、普通交付税削減による標準財政規模の縮

小により分母が縮小したことが要因です。 

 

（５）将来負担比率 

「将来負担比率」は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対

する比率です。 

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 
 

将来負担比率 ＝ 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

 

398 億 746 万 5千円－(25 億 1,879 万 3 千円＋ 

42 億 8,419 万 4 千円＋198 億 3,640 万 5千円) 
 

148.5 ＝ 
110 億 8,668 万 2 千円－22 億 2,460 万円 

 

 

八幡浜市は 148.5％ですので、早期健全化比率 350.0％には該当しません。 

将来負担額のうち、地方債現在高、公営企業債等繰入見込額が大きな割合を占めています。 

 

（６）資金不足比率 

「資金不足比率」は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。 

資金の不足額 
資金不足比率 ＝ 

事業の規模 
 

 

資金の不足額＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こ

した地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 
（法適用企業）  

資金不足比率 ＝ 

 事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額 

 

△4 億 2,588 万 3 千円＝（6,954 万円＋0 円－4 億 9,542 万 3 千円）－0 円 水道事業会計 

なし ＝ 7 億 6,529 万 7千円＝7億 6,529 万 7 千円－0 円 

 

 

△7 億 910 万 9 千円＝(2 億 6,602 万 1 千円＋0 円－9 億 7,513 万円)－0 円 
市立八幡浜総合病院

事業会計 

なし ＝ 43 億 2,570 万 6 千円＝43億 2,570 万 6 千円－0 円 

 

 

資金の不足額＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経

費の財源に充てるために起こした地方債の現在高）－解消可能資金不足額 
（法非適用企業）  

資金不足比率 ＝ 

 事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 簡易水道事業特別会計 

なし ＝ 1,193 万 1千円＝1,193 万 1 千円－0 円 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 公共下水道事業特別会計 

なし ＝ 10 億 7,387 万 7 千円＝10億 7,387 万 7 千円－0 円 

 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 

戸別合併処理浄化槽整備事

業特別会計 

なし ＝ 1,811 万 5千円＝1,811 万 5 千円－0 円 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 小規模下水道事業特別会計 

なし ＝ 1,161 万 8千円＝1,161 万 8 千円－0 円 

 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 

水産物地方卸売市場事業特

別会計 

なし ＝ 2,189 万 7千円＝2,189 万 7 千円－0 円 

 

0 円＝（0円＋0 円＋0 円）－0円 港湾整備事業特別会計 

なし ＝ 5,138 万 7千円＝5,138 万 7 千円－0 円 

 

八幡浜市のすべての公営企業について、資金不足額がなく、経営健全化基準 20.0％に該当しません。 

 


